
令和元年度バーゼル法等説明会の開催について 

令和２年１月２７日（月） 

１．開催概要 

特定有害廃棄物等の輸出入については、国際的な枠組みである「有害廃棄物の国境

を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」（以下「バーゼル条約」と

いう）にて、有害廃棄物等を輸出する国から輸入国・通過国への事前通告と同意取得

等が義務付けられており、我が国では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する

法律（以下「バーゼル法」という）において、バーゼル条約等での規制対象物を特定

有害廃棄物等として規定し、当該特定有害廃棄物等を輸出入する者に対し、外国為替

及び外国貿易法（以下「外為法」という）に基づく承認を受ける義務を課しています。 

また、昨年４月にジュネーブ（スイス）で開催されたバーゼル条約第 14 回締約国

会議（COP14）において、同条約の附属書を改正し、汚れたプラスチックごみを条約の

規制対象とすることも決定し、令和３年１月より発効されます。 

今回の説明会は、関係法令及び附属書改正内容を御理解いただき、適正な輸出入に

努めていただける一助となるよう開催するものです。 

２．開催日時・開催場所 

下記４に記載の申込みウェブサイトより御確認ください。 

３．内容 

（１）バーゼル法の概要説明等

（２）輸出入に当たって必要な手続等

（３）質疑応答

４．参加方法及び問合せ先 

説明会の参加は事前登録制です。参加を希望される方は、以下の申込ウェブサイト

から御登録ください。申込みは先着順でお受けしますが、なるべく多くの方に参加し

ていただきたいため、同一企業で複数の申込みがある場合は参加人数を制限させてい

ただくことがございますので、御了承ください。 

なお、参加は無料です。 

経済産業省及び環境省では、全国各地の廃棄物等の輸出入をお考えの事業者、収集

・運搬業者、通関業者、処分業者等を対象に、「令和元年度バーゼル法等説明会」を

９か所で開催いたします。 



○申込みウェブサイト

https://www.omc.co.jp/basel2019/

○連絡先：株式会社オーエムシー

TEL：０３－５３６２－０１１７ FAX：０３－５３６２－０１２１

E-mail：basel_2019@omc.co.jp

担当：毛利、橋本 

https://www.omc.co.jp/basel2019/

